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平成30（2018）年度　決算の報告
　平成30年度（平成30年4月～平成31年3月）の決算がまとまり、9月議会において認定されま
したので、その概要についてお知らせします。また、詳細な数値等については、町ホームペー
ジにて公表しています。
　一般会計の決算額は、歳入106億4,422万5,240円（前年度比▲20.9％）、歳出101億8,444万
3,854円（前年度比▲22.2％）となりました。差引額4億5,978万1,386円は令和元年度へ繰り越
しました。

　特定の事業を行うために、一般会計とは区別して経理される各会計の決算は下表のとおりで
す。決算の差引額については、それぞれ令和元年度へ繰り越しました。

歳入

歳入

歳出

▼問い合わせ先＝企画課 財政係　☎　９１１９56

特別会計及び水道事業会計の決算

基金の残高

起債の残高

　町税収入は、前年度に法人町民税収
額の大幅な増収がありましたが、増収
は単年度にとどまり、前年度と比較して
22億3,235万円（▲26.2％）の大幅な減収
となりました。
　地方交付税は、2年ぶりに普通交付税
の不交付団体となったため、特別交付税
のみの収入となり、こちらも減収となり
ました。
　一方で、財源確保のために財政調整
基金及び町債管理基金の取崩しを行っ
ていること等により、繰入金は前年度比
5億1,853万円増額（＋1,492.1％）となっ
ています。

　一般会計、特別会計を合わせた町全体の基金
【預貯金】の平成30年度末残高は、66億3,008万円
（前年度比▲2億9,105万円）となりました。なお、基

金残高を町民1人当たりに換算すると、212,169円
（▲8,840円）となります。

　起債償還に充てるため町債管理基金（▲4億

1,140万円）を取り崩しているほか、法人町民税の予
定納税分の償還金等、財源確保のために財政調整
基金（▲1億833万円）の取崩しを行っています。公

共施設等総合管理基金（＋1億6万円）は、計画的に
積立てを行っています。

　一般会計、特別会計、水道事業会計を合わせた
町全体の起債【借金】の平成30年度末残高は、156
億5,867万円（前年度比▲10億1,779万円）となりま

した。なお、起債残高を町民1人当たりに換算する
と、501,093円（▲31,429円）となります。

　道路整備事業や庁舎改修事業、公共下水道事業
等のために、総額4億2,550万円を新たに起債しま
したが、これは平成30年度の元金返済額14億4,329
万円を大きく下回るため、総残高は本年度におい
ても減少しています。

　目的別に見ると、民生費の割合が一番多く
なっています。障がい者自立支援給付事業
（4億9,011万円）などの障がい福祉事業や、
児童医療費助成などの各種医療費支給事
業（1億4,812万円）等、社会保障に対する事
業費は、年々増加傾向にあります。
　次に多いのは土木費となっており、社会資
本整備総合交付金（国の補助金）を利用して
進めている道路整備事業（1億3,928万円）な
どの事業を計画的に行っています。
　前年度より増額となった費目としては、新
最終処分場の建設を行っているため、宇都
宮市へ支払うごみ処理施設運営のための負
担金が増加（＋1億7,641万円）したこと等に
より、衛生費が1億5,162万円の増（＋20.3％）
となったほか、農産物直売所整備事業
（2,770万円）等を行った農林水産業費が、
4,076万円の増（＋7.6％）となっています。

（前年度比）

31億5,666万円
　（▲10.2％）

21億7,847万円
　　（＋1.4%）

2億6,407万円
　　（＋5.2%）

10億8,945万円
　　（▲9.6%）

3億1,703万円
　　（＋1.4%）

6億2,812万円
　　（＋0.8%）

29億9,255万円
（▲9.0%） 1億6,411万円 保険給付費

介護サービスへの
給付費

後期高齢者医療広域
連合への納付金

下水管布設工事費や
処理場の維持管理費

４地区処理施設の
維持管理費

配水場の維持管理費

9,933万円

485万円

▲1,677万円

466万円

9,220万円

20億7,914万円
（＋1.1%）

2億5,922万円
（＋4.1%）

11億622万円
（▲7.0%）

3億1,237万円
（＋2.6%）

5億3,592万円
（▲2.3%）

歳出
（前年度比） 差引額会計

国民健康保険事業
特別会計

介護保険事業
特別会計

後期高齢者医療
特別会計

公共下水道事業
特別会計

農業集落排水事業
特別会計

水道事業会計
（収益的：営業面）

概要

（自主財源）
749,559
70.4%

（依存財源）
314,864
29.6%

町税
629,079
59.1%

繰越金
37,321
3.5%

繰入金
55,328
5.2%

分担金・負担金
ほか

27,831
2.6%

国庫支出金
110,502
10.4%

県支出金
80,828
7.6%

地方交付税
12,509
1.2%

町債
20,840
1.9% 地方消費税

交付金
63,952
6.0%

地方譲与税ほか
26,233
2.5%

1,064,423
(万円)

歳入

議会費
11,769
1.1%

総務費
121,310
11.9%

民生費
365,074
35.8%

衛生費
89,936
8.8%

労働費
10
0.0%

農林水産業費
57,786
5.7%商工費

6,680
0.7%

土木費
127,042
12.5%

消防費
51,584
5.1%

教育費
104,511
10.3%

災害復旧費
0 
0.0%

公債費
82,743
8.1%

1,018,445

歳出

(万円)
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基金（預貯金）の残高
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起債（借金）の残高
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平成３０（2018）年度決算　町の健全化判断比率

令和元年11月５日から
印鑑登録証明書の様式等が変わります

１ マイナンバーカード (個人番号カード)
     の交付

２ マイナンバーカード(個人番号カード)       
　 の申請サポート

健全化判断比率

資金不足比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率と資金不足比率を公表しま
す。
　平成30年度の健全化判断比率は、４指標ともに「健全」段階となりました。
　また、公共下水道事業特別会計において、資金不足比率が算定されましたが、平成31年度から地方公営
企業法を適用するにあたり算定されたものです。資金不足比率は6.4％となりましたが、経営健全化基準
の20％に達するものではないため、全ての会計において、「健全」段階となりました。

▶実施場所＝住民課(正面玄関入口からお入りください。)
▶実施日時＝毎月１回　日曜日　午前8時30分～正午
※これ以降の日程は、決まり次第広報等でお知らせします。
▶実施業務＝

(平日は午前8時30分～午後5時15分、
木曜日は午後7時まで受付)
《持参するもの》
①個人番号カード交付・電子証明書発行通知書
  兼照会書(役場から発送したハガキです)
②通知カード
③住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
④本人確認書類(運転免許書等の公的機関発行
　の写真付きのもの１点または健康保険証等の   
　「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が
　記載されているもの２点)
⑤印鑑登録証(お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードを受け取れるのは原則本
　人のみとなります。15歳未満の方は法定代理
　人(父母等)と一緒に来庁ください。

①旧氏＊(旧姓)欄の追加
　住民票等への旧氏記載の請求をされて
　いる方のみ旧氏が記載されます。
②旧氏の印鑑も登録できます
　①同様、住民票等への旧氏記載の請求
　をされている方のみ、旧氏の印鑑が登
　録できます。
③性別表記欄の削除
　男女の別の表記を削除します。

※旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の
　戸籍上の氏のことです。氏はその人に
　かかる戸籍、または除かれた戸籍に記
　載がされています。

本人が郵送、パソコン、スマートフォンにより申請
できますが、住民課でも申請のサポートを実施し
ています。
(平日の午前8時30分～正午、
午後１時～午後5時15分）
《持参するもの》
①個人番号カード交付申請書(紛失された場合　
　は窓口で再発行できます。)
②本人確認書類(左記１の④参照)
※写真を撮影しますので必ず本人が来庁くださ　
　い。15歳未満の方は法定代理人（父母等）と一
　緒に来庁ください。受付から申請完了まで１人
　あたり15分～30分かかります。
※住民票等、各種証明書の発行は行いません。　
　御不明な点は下記までお問い合わせください。

健全化判断比率・・・地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断する①～④の財政指標。

　①実質赤字比率・・・・一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。

　②連結実質赤字比率・・全ての会計を合算して、町としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の

　　　　　　　　　　　度合いを示すもの。

　③実質公債費比率・・・町債（借金）の返済のために、町税等の経常的な収入がどの程度使われてい　

　　　　　　　　　　　るかを指標化し、町債による財政負担の度合いを示すもの。

　④将来負担比率・・・・町が将来に向けて負担することになるお金の現時点での残高を指標化し、将来

　　　　　　　　　　財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。

資金不足比率・・・・公営企業特別会計（一般会計とは切り離して、独立採算制をとっています。）の資金

                不足を、公営企業の事業規模となる「料金収入」の規模と比較して指標化し、公営企

                業の経営状態の悪化の度合いを示すもの。「健全」段階と「経営健全化」段階との２つ

                に区分される。

早期健全化基準・・自主的な改善努力による財政の健全化が求められる基準（イエローカード）。

財政再生基準・・・・国などの関与による確実な再生に取り組む基準（レッドカード）。

経営健全化基準・・「経営健全化計画」を作り、自主的な改善努力により公営企業の健全化を図るべき

　　　　　　　　基準。

▶問い合わせ先＝企画課　財政係　☎　   ９１１９56

▶問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　   ９１２５56

▶問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　   ９１２５56

①

③

②

指　　標

会　　　計 経営健全化基準上三川町の比率

水道事業会計

公共下水道事業
特別会計

２０．００％

農業集落排水事業
特別会計

上三川　花子 栃木

昭和55年1月23日

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地

この写しは、登録された印影と相違ないことを証明する。

令和元年11月5日

星野　光利
上三川
町長印栃木県河内郡上三川町長

住　所

氏　名 旧　氏

印　影

栃
木

生年月日

備　考

印　　鑑　　登　　録　　証　　明　　書

上三川町の

比率

早期健全化基準

（イエローカード）

１３．４６％ ２０．００％

１８．４６％ ３０．００％

２５．０％ ３５．０％

３５０．０％ －

財政再生基準

（レッドカード）

４．４％

６．４％

①実質赤字比率
－

（赤字なし）

－

（赤字なし）

－
（資金不足なし）

－
（資金不足なし）

－

（算定なし）

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

【
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
】
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
、
ウ
イ
ル
ス
の
侵
入
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

【
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
】
今
年
も
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行
す
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
し
っ
か
り
対
策
を
し
て
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

④
将
来
負
担
比
率

一般会計

公営企業特別会計
水道事業
公共下水道事業
農業集落排水事業

公営事業特別会計
国民健康保険事業
介護保険事業
後期高齢者医療

小山広域保健衛生組合
石橋地区消防組合ほか

上三川町農業公社

③
実
質
公
債
費
比
率

マイナンバーカード(個人番号カード)の
休日交付と休日申請サポートについて

～11月24日(日)・12月15日(日)に実施します～
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